
歳
以
上
の
方 

≪介護サービス利用時の負担割合について≫ 

総合事業の対象の方、要介護（支援））認定を受けているすべての方に「介護保険負担割合証」を交付します。 

●利用者負担の判定の流れ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●市民税の所得更正があった方、世帯の方に異動（転出入・転居・死亡等）があった方、６５歳になった方等は、 

年度途中で負担割合が変更になる場合があります。 

●６４歳以下の方、本人が市民税を課税されていない場合、生活保護を受給されている場合は、所得金額にかかわらず、 

１割負担となります。 
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本人の 
合計所得金額が

１６０万円未満 

１割負担 

１割負担 

２割負担 

①下記以外の場合 

④同一世帯の６５歳以上の方（本人含む。）の 
年金収入＋その他の合計所得金額 
１人の場合：２８０万円未満 
２人以上の場合：３４６万円未満 

３割負担 

本人の 
合計所得金額が

１６０万円以上 
２２０万円未満 

③下記以外の場合 

本人の 
合計所得金額が

２２０万円以上 
②同一世帯の６５歳以上の方（本人含む。）の 
年金収入＋その他の合計所得金額 
１人の場合：３４０万円未満 
２人以上の場合：４６３万円未満 

２割負担 
（※④の場合１割負担） 
 


